
まち・ひと・しごと創生事業の概要

１．社会背景

　我が国は、２００８年（平成２０年）をピークに人口減少が進んでいます。急速な少子高齢化の

進展に的確に対応し、人口減少の歯止めをかけること、東京圏への人口の過度の集中を是正するこ

と、そしてそれぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し

ていくことが緊急の課題となっています。

■国の基本的な流れ

　　　平成20年をピークに人口減少へ 　人口減少に歯止めをかける「積極戦略」

　人口減少に対応するための「調整戦略」

２．まち・ひと・しごと創生に向けた政策５原則

　従来の政策の弊害を排除し、人口減少の克服と地方創生を確実に実現するため、5つの政策原則

に基づきつつ、関連する施策を展開することが必要。

①自立性：国の支援がなくても地域・地方の事業が継続する状態を目指す。

②将来性：自主的かつ主体的に取り組むことを支援する施策に重点を置く。

③地域性：「縦割り」的な支援ではなく、各地域の実態に合った施策を支援する。

④直接性：ひとの移転・しごとの創出やまちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施する。

⑤結果重視：明確なPDCAメカニズムの下に、客観的な指標により検証し、必要な改善を行う。

第18条

「少子化社会対

策基本法」制定 

 

 

↓ 
子どもと家族を応援する日本重点戦略 

↓ 

少子化対策特別部会第１次報告で 

少子化社会対策会議 

平成15年 

第1次安倍改造内閣以降

「内閣府特命担当大臣(少

子化対策担当)」設置 

平成19年 平成26年 

「日本創生会議」のもとに「人

口減少問題検討分科会」設置 

 

↓ 
少子高齢化の進展に的確に対応 

↓ 

人口減少に歯止めをかけ、東京圏への人口の過度の

集中を是正し、住みよい住環境を確保し、将来にわ

たって活力ある日本社会を維持する 

まち・ひと・しごと創生

資料３ 
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３．まち・ひと・しごと創生法

【目的（第1条）】

　少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の

集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持し

ていくためにまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。

【基本理念（第2条）】

　①国民が個性豊かで魅力ある地域社会で潤いある豊かな生活を営めるよう、それぞれの地域の実情に

　　応じた環境を整備

　②日常生活・社会参加の基盤となるサービスについて、需要・供給を長期的に見通しつつ、住民負担

　　の程度を考慮して、事業者・住民の理解・協力を得ながら、現在・将来における提供を確保

　③結婚・出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚・出産・育児について希望

　　を持てる社会が形成されるよう環境を整備

　④仕事と生活の調和を図れるよう環境を整備

　⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会を創出

　⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る

　⑦国・地方公共団体・事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努める

【まち・ひと・しごと創生本部（第11条～第20条）】

本部長：内閣総理大臣

副本部長：内閣官房副長官、地方創生担当大臣

本部員：上記以外の全閣僚

【まち・ひと・しごと創生総合戦略（閣議決定）（第8条）】

　内容：まち・ひと・しごと創生に関する目標や施策に関する基本的方向等

推進・検証 　※人口の現状・将来見通しを踏まえるとともに、客観的指標を設定

勘案 勘案

【都道府県まち・ひと・しごと】創生総合戦略（努力義務）（第9条）】

勘案

　【市町村まち・ひと・しごと】創生総合戦略（努力義務）（第10条）】
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４．地方人口ビジョン

　将来的な人口維持のために、自治体の特性に合った取り組みを進めることを目的に、人口の動向

を分析し、今後の取り組みを検討する基礎資料として2060年までを見通す「地方人口ビジョン」

を策定します。

　■国における長期ビジョンが目指す将来の方向

今後の基本的視点

　１．「東京一極集中」の是正

　２．若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 ⇒
　３．地域の特性に即した地域課題の解決

目指すべき将来の方向

　・若い世代の希望が実現すると、出生率は1.8程度に向上する。

　・人口減少に歯止めがかかると50年後1億人程度の人口が確保される。

　・さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。

　・「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、50年後も実質GDP成長率は、

　　1.5～2%程度が維持される。

　■市町村における地方人口ビジョンが目指す将来の方向

　・国の「長期ビジョン」を勘案しつつ、人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と

　　人口の将来展望を提示

　・対象期間は長期ビジョンの期間（2060年）を基本とする。

②人口の将来展望

　ア　将来展望に必要な調査・分析

①人口の現状分析 　イ  目指すべき将来の方向

 ア　人口動態分析 　ウ  人口の将来展望

 イ　将来人口の推計と分析

 ウ　人口の変化が地域の将来に与える

　　　影響の分析・考察

　総人口や年齢3区分別人口等の将来を展望

　国民の希望の実現に全力を

　注ぐことが重要

＋自然増減 社会増減 
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５．地方版総合戦略

（１）地方版総合戦略の策定

　地方版総合戦略は、国の長期ビジョンと総合戦略を勘案し、「地方人口ビジョン」を踏まえて策

定する必要があります。国の総合戦略で示されている「政策パッケージ」を参考に、地域の実情に

応じた施策や取組を検討し、より地域性のあるものとすることが重要です。

■国の長期ビジョン・総合戦略イメージ

長期ビジョン

（2060年まで） 基本目標 政策パッケージ

地方における安定した雇用を創出する 農林水産業の成長産業化　6次産業市場10兆円：就業者数5万人創出

◆若者雇用創出数（地方） 訪日外国人旅行消費額3兆円へ(2013年1.4兆円)

2020年までの5年間で30万人など 　：雇用者数8万人創出

地域の中核企業、中核企業候補1,000社支援：雇用者数8万人創出

地方への新しいひとの流れをつくる 地方移住の推進：年間移住あっせん件数11,000件

企業の地方拠点強化：拠点強化件数7,500件増加

地方大学等活性化：自県大学進学者割合平均36％(2013年度32.8％)

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を 若い世代の経済的安定：若者就業率78％(2013年度75.4％)

かなえる 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

　◆結婚希望実績指標80％(2010年68%) 　：支援ニーズの高い妊産婦への支援実施100％

　◆夫婦子ども数予定(2.12)実績指標95％

　(2010年93％)　など

ワーク・ライフ・バランス実現

　：男性の育児休業取得率13％(2013年2.03％)

時代に合った地域をつくり、安心なくらし 「小さな拠点」の形成：「小さな拠点」形成数

を守るとともに、地域と地域を連携する 定住自立圏の形成促進：協定締結等圏域数(140圏域)

　地域連携数など 既存ストックのマネジメント

※目標数値は地方版総合戦略を踏まえ設定 　：中古・リフォーム市場規模20兆円(2010年10兆円)

■地方版人口ビジョン・総合戦略イメージ

地方人口ビジョン

（2060年までを基本） 基本目標と基本的方向（例） 具体的な施策（例）

中長期展望 地方における安定した雇用を創出する 農業の担い手確保・育成　KPI：新規就農者数　●●人

雇用創出数：●●人 観光振興策の実施　KPI：観光入込客数　●●人

地方への新しいひとの流れをつくる 移住・交流の専門相談員の配置　KPI：相談件数●●件

転出者数：●●人 企業や本社機能の立地の促進　KPI：進出企業数　●●件

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を 若者向け職業相談　KPI：若者の就業率　●●％

かなえる　　出生数：●●人 多子世帯の負担軽減　KPI：実施市町村数　●●市町村

地域交通の利用促進　KPI：路線バスの利用者数　●●人

中心市街地の活性化　KPI：空き店舗数　●●店

総合戦略（2019年度までの5か年）

　Ⅰ

人口減少問題

の克服

◎2060年に1億

　人程度の人口

　を確保

　Ⅱ

成長力の確保

◎2050年代に実

　質GDP成長率

　1.5～2％程度

　維持

地方版総合戦略（2019年度までの5か年）

時代に合った地域をつくり、安心な暮らし

を守るとともに、地域と地域を連携する

「小さな拠点数」：●●か所

Ⅰ．

人口の現状分析

・人口動向や将来

　人口推計の分析

Ⅱ．

人口の将来展望

・目指すべき将来

　の方向性や施策

　の方向性を踏ま

　えた人口の将来

　展望

◆地方・東京圏の転出入均衡(2020年)

　・地方→東京圏転入6万人減

　・東京圏→地方転出4万人増　など

中長期展望
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■地方版総合戦略の全体的な構成

市町村のまち・ひと・しごと創生に関する目標

　・市町村の人口の現状と将来の展望（「地方人口ビジョン」）を踏まえた上で、地域の実情

　に応じながら政策分野ごとの基本目標を設定

（例）国の総合戦略の基本目標

政策分野 基本目標

しごとづくり 地方における安定した雇用を創出する

ひとの流れ 地方への新しいひとの流れをつくる

結婚・出産・子育て 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、

地域と地域を連携する

　・数値目標の設定

市町村のまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向

　・基本目標の達成に向けて推進していく政策の基本的な方向性

市町村のまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施

するために必要な事項

　・基本目標で設定した政策分野ごとに、それぞれ地域の実情に応じながら計画期間(5年間)

　　のうちに実施する具体的な施策

　・ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定：施策の進捗状況を検証するために設定する指標

（まち・ひと・しごと創生法第10条）

（２）数値目標・重要業績評価指標（ＫＰI）の設定

成果（アウトカム）に結び付けることが重要です。

（ＰＤＣＡサイクル）を実行していくことになります。

■ＰＤＣＡサイクルによる計画実施のイメージ

重要業績評価指標(KPI): Key Performance Indicator　の略称。

施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標をいう。

まちづくり

　地方版総合戦略は、ＰＤＣＡサイクルを確立し着実に実施していくため、基本目標、施策ごとに数値

目標を定める必要があります。また、行政活動そのものの結果（アウトプット）ではなく、実現すべき

　地方版総合戦略の推進にあたっては、実施計画に基づいて事業を実施し、設定した数値目標を基に、

実施した施策・事業の効果を検証しながら、必要に応じて総合戦略を改定するという一連のプロセス

実施計画 

農業の担い手確保・育成 

（KPI：新規就農者数 ●●人） 

移住・交流の専門相談員の配置 

（KPI：相談件数 ●●件） 

若者向け職業相談 

（KPI：若者の就業率 ●●％） 

PDCAサイクル 

 

Plan：実施計画においてKPIを設定 

Do：事業を実施   

 

Check：外部有識者も参加した検証 

機関において、KPIにより効果を検証 

Action：総合戦略の改訂 

 


